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一 般 共 通 仕 様 書  

 

（ 適 用 範 囲 ）  

第 １ 条  本 仕 様 書 は 、 阿 久 根 市 水 道 課 の 発 注 す る 次 の 工 事 に 適 用

す る 。 な お 、 本 仕 様 書 並 び に 設 計 図 書 に 記 載 の な い 事 項 に つ い

て は 、 発 注 者 の 監 督 員 の 指 示 に よ る 。  

( 1 )  工 事 名  令 和 ８ 年 度  宮 之 前 水 源 地 送 水 ポ ン プ 取 替 工 事

（ 中 区 １ 号 ポ ン プ ）  

( 2 )  施 工 場 所  阿 久 根 市  波 留  地 内  

 

（ 関 係 法 令 等 の 遵 守 ）  

第 ２ 条  受 注 者 は 、建 設 工 事 請 負 契 約 書 、建 設 業 法 、騒 音 規 正 法 、

労 働 基 準 法 等 そ の 他 の 関 係 法 令 並 び に 関 係 官 公 署 の 許 可 条 件 を

遵 守 し 、 工 事 の 円 滑 な 進 捗 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

２  工 事 中 、 受 注 者 の 不 注 意 ま た は そ れ に 類 す る 原 因 に よ り 、 作

業 員 が 負 傷 し た 場 合 、 そ の 責 任 は 受 注 者 が 負 う も の と す る 。  

３  本 工 事 は 、 鹿 児 島 県 土 木 工 事 共 通 仕 様 書 に 準 拠 す る も の の ほ

か 、 阿 久 根 市 契 約 規 則 を 遵 守 す る と と も に 、 工 事 の 仕 様 は 本 仕

様 書 、 特 記 仕 様 書 に よ る も の と す る 。 ま た 、 本 仕 様 書 以 外 の 現

場 説 明 事 項 は 、 仕 様 書 の 一 部 と み な す も の と す る 。  

 

（ 適 用 法 令 ）  

第 ３ 条  本 工 事 に 当 た っ て は 、 次 の 法 令 等 を 遵 守 し な け れ ば な ら

な い 。  

( 1 )  水 道 法  

( 2 )  建 設 業 法  

( 3 )  労 働 基 準 法  

( 4 )  労 働 安 全 衛 生 法  

( 5 )  建 築 基 準 法  

( 6 )  廃 棄 物 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  



( 7 )  電 気 事 業 法  

( 8 )  内 線 規 程 （ 電 気 技 術 基 準 調 査 委 員 会 編 ）  

( 9 )  電 気 規 格 調 査 会 規 格 （ Ｊ Ｅ Ｃ ）  

( 1 0 )  日 本 電 機 工 業 会 標 準 規 格 （ Ｊ Ｅ Ｍ ）  

( 1 1 )  日 本 電 線 工 業 会 標 準 規 格 （ Ｊ Ｃ Ｓ ）  

( 1 2 )  電 気 設 備 に 関 す る 技 術 基 準 を 定 め る 省 令  

( 1 3 )  日 本 工 業 規 格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）  

( 1 4 )  日 本 水 道 協 会 発 行 水 道 工 事 標 準 仕 様 書 （ Ｊ Ｗ Ｗ Ａ ）  

( 1 5 )  鹿 児 島 県 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準  

( 1 6 )  上 記 に 記 載 の な い も の は 、 公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 （ 機

械 設 備 工 事 編 ） （ 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 庁 営 繕 部 ） 、 公 共 建 築

工 事 標 準 仕 様 書 （ 電 気 設 備 工 事 編 ） （ 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 庁

営 繕 部 ） に よ る 。  

( 1 7 )  そ の 他 関 係 法 令 、 条 例 、 規 格 等  

 

（ 打 ち 合 わ せ ）  

第 ４ 条  本 工 事 等 の 契 約 締 結 後 、 速 や か に 受 注 者 は 、 発 注 者 の 監

督 員 と の 打 ち 合 わ せ 及 び 現 場 調 査 等 を 実 施 し 、 そ の 施 工 内 容 を

熟 知 す る と 共 に 、 疑 義 が あ れ ば こ れ を 正 し 、 受 注 者 は そ の 打 ち

合 わ せ 内 容 に つ い て の 議 事 録 を 作 成 し 、 記 録 等 を 整 備 す る も の

と す る 。  

 

（ 承 諾 図 書 ）  

第 ５ 条  受 注 者 は 、 契 約 締 結 後 、 必 要 に 応 じ て 、 機 器 の 製 作 及 び

工 事 の 施 工 に 必 要 な 図 面 等 を 作 成 し 、 発 注 者 の 監 督 員 の 承 諾 を

受 け 、 そ の 後 に 着 手 す る こ と 。  

 

（ 写 真 管 理 ）  

第 ６ 条  本 工 事 の 写 真 管 理 は 、 鹿 児 島 県 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準 に

基 づ き 管 理 す る こ と 。  



（ 提 出 書 類 ）  

第 ７ 条  受 注 者 は 、契 約 締 結 後 、次 の 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。

な お 、 書 類 の サ イ ズ は Ａ ４ 版 を 基 本 と す る 。  

工 事 着 手 時 に 提 出 す る も の  

( 1 )  工 事 着 手 届  １ 部  

( 2 )  工 程 表  ２ 部  

( 3 )  現 場 代 理 人 等 選 任 通 知 書  １ 部  

( 4 )  工 事 カ ル テ 登 録 内 容 確 認 書  （ 5 0 0万 円 以 上 ）  １ 部  

( 5 )  建 設 業 退 職 金 共 済 掛 金 収 納 書  １ 部  

工 期 内 の 適 時 に 提 出 す る も の  

( 1 )  工 事 打 合 簿  ２ 部  

( 2 )  施 工 計 画 書  ２ 部  

( 3 )  施 工 体 制 台 帳 の 写 し  （ 必 要 な 場 合 ）  ２ 部  

( 4 )  施 工 体 系 図  （ 必 要 な 場 合 ）  ２ 部  

( 5 )  工 事 履 行 状 況 報 告 書 （ 月 末 ）  ２ 部  

( 6 )  安 全 教 育 訓 練 等 報 告 書  ２ 部  

( 7 )  そ の 他 必 要 な 書 類  必 要 部 数  

竣 工 時 に 提 出 す る も の  

( 1 )  工 事 完 成 通 知 書  ２ 部  

( 2 )  完 成 図 書  製 本  １ 部  

上 記 電 子 デ ー タ  ２ 部  

( 3 )  そ の 他 必 要 な 書 類  必 要 部 数  

 

（ 施 工 体 制 台 帳 の 提 出 等 ）  

第 ８ 条  建 設 業 法 第 2 4条 の ７ 第 １ 項 に 規 定 す る 施 工 体 制 台 帳 を 作

成 し な け れ ば な ら な い も の は 、 工 事 に つ い て 作 成 し た 施 工 体 制

台 帳 の 写 し を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の は 、 阿 久 根 市 水 道 課 か ら 、 工 事 の 施 工 の

技 術 上 の 管 理 を つ か さ ど る も の の 設 置 の 状 況 、 そ の 他 の 工 事 現

場 の 施 工 体 制 が 施 工 体 制 台 帳 の 記 載 内 容 に 合 致 し て い る か ど う



か の 点 検 を 求 め ら れ た と き に は 、こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 

３  第 １ 項 に 規 定 す る も の に つ い て の 建 設 業 法 第 2 4条 の ７ 第 ４ 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 見 え や す い 場 所 」 と あ る の

は 、「 工 事 関 係 者 が 見 え や す い 場 所 及 び 公 衆 が 見 え や す い 場 所 」

と す る 。  

 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 ９ 条  軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 発 注 者 の 監 督 員 の 指 示 に よ る も

の と す る 。  

本 仕 様 書 及 び 図 面 に 記 載 し て な い も の で も 、 設 備 の 機 能 、 保

安 及 び 法 規 上 必 要 な も の は す べ て 受 注 者 の 負 担 で 完 備 す る も の

と す る 。  

 

（ 機 器 等 の 保 管 ）  

第 1 0条  工 事 完 了 ま で の 機 器 等 の 保 管 ・ 保 護 は 受 注 者 の 責 任 と す

る 。 な お 、 保 管 場 所 に つ い て は 、 発 注 者 の 監 督 員 の 指 示 に よ る

こ と 。  

 

（ 既 設 工 作 物 の 損 傷 ）  

第 1 1条  工 事 の 施 工 に お い て 、 既 設 の 建 築 物 ・ そ の 他 に 損 傷 を 与

え た 場 合 は 、 受 注 者 の 負 担 に お い て 速 や か に 原 形 に 復 旧 す る こ

と 。  

 

（ 排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械 の 使 用 ）  

第 1 2条  本 工 事 に お い て 、 仕 様 書 に 明 示 す る 建 設 機 械 は 、 排 出 ガ

ス 対 策 型 建 設 機 械 指 定 要 領 に 基 づ き 国 土 交 通 省 で 指 定 さ れ た 建

設 機 械 を 使 用 す る も の と す る 。 な お 、 排 出 ガ ス 対 策 型 機 械 に 代

え て 、 国 土 交 通 省 で 認 定 さ れ た 排 出 ガ ス 浄 化 装 置 を 装 着 し た 建

設 機 械 に つ い て も 、排 出 ガ ス 対 策 型 と 同 等 と み な す も の と す る 。

排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械 を 使 用 す る 場 合 は 、 施 工 計 画 書 に 記 載



す る も の と す る 。  

 

（ ダ ン プ ト ラ ッ ク 等 に よ る 過 積 載 防 止 に つ い て ）  

第 1 3条  工 事 用 資 材 等 の 積 載 超 過 の な い よ う に す る 。  

２  過 積 載 を 行 っ て い る 資 材 納 入 業 者 か ら 、 資 材 を 購 入 し な い こ

と 。  

３  資 材 に 過 積 載 を 防 止 す る た め 、 資 材 の 購 入 に あ た っ て は 、 資

材 納 入 業 者 の 不 当 に 害 す る こ と が な い よ う に す る こ と 。  

４  さ し 枠 の 装 置 又 は 物 品 積 載 装 置 の 不 当 改 造 を し た ダ ン プ カ ー

が 、 工 事 現 場 を 出 入 り す る こ と が な い よ う に す る 。  

５  「 土 砂 等 を 運 搬 す る 大 型 自 動 車 に よ る 交 通 事 故 の 防 止 等 に 関

す る 特 別 措 置 法 」（ 昭 和 4 2年 法 律 第 1 3 1号 。以 下「 法 」と い う 。）

の 目 的 に 鑑 み 、法 第 1 2条 に 規 定 す る 団 体 等 の 設 立 状 況 を 踏 ま え 、

同 団 体 等 へ の 加 入 者 の 使 用 を 促 進 す る こ と 。  

６  下 請 契 約 の 相 手 方 又 は 資 材 納 入 業 者 を 選 定 す る に あ た っ て は 、

交 通 安 全 に 関 す る 配 慮 に 欠 け る も の 又 は 業 務 に 関 し 、 ダ ン プ ト

ラ ッ ク 等 に よ っ て 悪 質 、 か つ 、 重 大 な 事 故 を 発 生 さ せ た も の を

排 除 す る こ と 。  

 

（ 現 場 の 管 理 ）  

第 1 4条  受 注 者 は 現 地 工 事 開 始 と と も に 現 場 代 理 人 及 び 主 任 技 術

者（ 監 理 技 術 者 が 必 要 な 場 合 は 監 理 技 術 者 ）を 現 地 に 常 駐 さ せ 、

工 事 の 進 捗 と 安 全 管 理 、 火 災 、 盗 難 、 そ の 他 の 事 故 防 止 に 十 分

な 注 意 を 払 い 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め る も の と す る 。 月 に 延 べ

４ 時 間 以 上 の 安 全 講 習 を 実 施 す る こ と 。 ま た 、 常 に 整 理 ・ 清 掃

を 実 施 し 、 工 事 完 了 に 際 し て は 、 工 事 場 所 の 清 掃 を 実 施 す る も

の と す る 。  

 

（ 衛 生 管 理 ）  

第 1 5条  工 事 箇 所 の 衛 生 管 理 に は 十 分 に 注 意 す る こ と 。 ま た 、 油



脂 や 薬 剤 等 飲 料 水 に 不 適 な も の は 取 扱 に 注 意 す る こ と 。 な お 、

池 内 及 び そ の 上 部 で は 油 脂 類 は 使 用 し な い こ と 。 周 囲 で 使 用 す

る 場 合 は 内 部 に 流 入 し な い よ う に 十 分 注 意 す る こ と 。  

２  作 業 従 事 者 は 、水 道 法 第 2 1条 に よ る 健 康 診 断（ 検 便 ）を 受 け 、

そ の 診 断 結 果 に 異 常 が な い も の と す る 。  

（ 試 験 及 び 検 査 ）  

第 1 6条  工 場 検 査 の 試 験 事 項 は 、 立 会 日 の 1 0日 以 前 に 書 類 に よ り

提 出 す る こ と 。 ま た 、 公 的 機 関 や こ れ に 準 ず る 機 関 の 証 明 書 等

に よ っ て 成 績 が 確 認 で き る 場 合 は 、 発 注 者 の 監 督 員 の 指 示 に よ

り 省 略 す る こ と が で き る 。  

２  工 場 検 査 の 結 果 は 、 写 真 等 を 添 付 し 、 迅 速 に 書 類 に て 発 注 者

の 監 督 員 に 報 告 す る こ と 。  

３  試 験 検 査 に 必 要 な 計 器 等 は 、 受 注 者 で 準 備 す る も の と す る 。  

 

（ 電 子 納 品 ）  

第 1 7条  本 工 事 は 、電 子 納 品 対 象 工 事 と す る 。電 子 納 品 と は 、「 調

査 、 設 計 、 工 事 な ど の 各 業 務 段 階 の 最 終 成 果 を 電 子 成 果 品 と し

て 納 品 す る こ と 」 を い う 。 こ こ で い う 電 子 成 果 品 と は 、 「 阿 久

根 市 電 子 納 品 ガ イ ド ラ イ ン （ 令 和 ４ 年 １ 月 ） ： （ 以 下 「 ガ イ ド

ラ イ ン 」 と い う 。 ） 」 に 定 め る 基 準 に 基 づ い て 作 成 し た 電 子 デ

ー タ を 指 す 。  

 

 【 阿 久 根 市 ウ ェ ブ サ イ ト 】  

ホ ー ム ＞ 市 政 情 報 ＞ 施 策 ・ 計 画 ＞ 土 木 ・ 建 築 ・ 交 通 ＞ 電 子 納 品  

 

２  ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ い て 作 成 し た 電 子 成 果 品 は 電 子 媒 体 で 正

本 １ 部 、 副 本 １ 部 の 計 ２ 部 提 出 す る 。 電 子 納 品 レ ベ ル 及 び 成 果

品 の 電 子 化 の 範 囲 に つ い て は 、 事 前 協 議 を 行 い 決 定 す る も の と

す る 。  

３  電 子 成 果 品 を 提 出 す る 際 は 、 阿 久 根 市 の 公 開 す る 電 子 納 品 チ



ェ ッ ク ソ フ ト（ 鹿 児 島 県 専 用  電 子 納 品 チ ェ ッ ク ソ フ ト ）に よ る

チ ェ ッ ク を 行 い 、 エ ラ ー が 無 い こ と を 確 認 し た 後 、 ウ ィ ル ス 対

策 を 実 施 し た 上 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 1 8条  完 成 施 設 等 の 使 用 に 先 立 ち 、 各 機 器 の 操 作 技 術 に つ い て

講 習 会 を 行 う な ど し て 、そ の 操 作 方 法 を 発 注 者（ 管 理 人 を 含 む ）

へ 技 術 指 導 を 行 う こ と 。  

２  保 証 期 間 は 、 完 成 検 査 合 格 後 （ 引 き 渡 し の 日 よ り ） １ 年 間 と

し 、そ の 間 に 受 注 者 の 責 任 に 帰 す る 不 良 個 所 が 発 生 し た 場 合 は 、

早 急 に 無 償 で 手 直 し し 、 ま た は 、 必 要 に 応 じ て 新 品 に 取 替 え る

も の と す る 。  

保 証 書 は 、 完 成 図 書 に 綴 じ 込 む も の と す る 。  

 



特 記 仕 様 書  

 

（ 適 用 範 囲 ）  

第 １ 条  本 仕 様 書 は 、令 和 ８ 年 度  宮 之 前 水 源 地 送 水 ポ ン プ 取 替 工

事 （ 中 区 １ 号 ポ ン プ ） に 適 用 す る 。  

 

（ 設 備 工 事 概 要 ）  

第 ２ 条  本 工 事 は 、 宮 之 前 水 源 地 に お い て 送 水 ポ ン プ ３ 台 中 １ 号

ポ ン プ の 取 替 （ 更 新 ） を 行 う も の で あ る 。  

 

（ 工 事 範 囲 ）  

第 ３ 条  本 工 事 の 工 事 範 囲 は 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  既 設 ポ ン プ 等 の 撤 去  

( 2 )  新 規 ポ ン プ 等 の 据 付  

( 3 )  上 記 試 運 転 （ 芯 出 し 作 業 ・ 電 気 接 続 含 む ）・ 調 整  

( 4 )  そ の 他 必 要 な 事 項  

 

（ 設 計 ）  

第 ４ 条  本 仕 様 書 に 明 記 さ れ て い る 機 器 仕 様 を 参 考 に し て 受 注 者

は 、自 ら 現 地 調 査 を 行 い 、改 め て 各 機 器 の 詳 細 設 計 を 行 う こ と 。  

 

（ 機 器 仕 様 ）  

第 ５ 条  機 器 の 仕 様 は 次 の と お り と す る 。  

送 水 ポ ン プ  

品 名 ： G M N - C H  1 2 5× 3 - 6 3 7 W  

用 途 ： 上 水 道 設 備 用 の 送 水 ポ ン プ  

数 量 ： １ 台  

ポ ン プ 口 径 ： 1 2 5 ㎜   

型 式 ： G M N 形 多 段 ポ ン プ  電 動 機 形 式  全 閉 外 扇 形  
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実施設計図
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